
宮城県経営発展支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ 県は、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月 29 日付け３経営第 3142 号農林水産

事務次官依命通知）別記１（以下「実施要綱」という。）に基づき、市町村が行う経営発展支援事

業（以下「事業」という。）に要する経費について、市町村に対し、予算の範囲内において宮城県

経営発展支援事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、担い手育成・確保等対策

事業費補助金等交付要綱（平成 12 年４月１日付け 12 構改Ｂ第 350 号農林水産事務次官依命通知。

以下「交付要綱」という。）及び宮城県補助金等交付規則（昭和 51 年宮城県規則第 36 号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（交付対象及び補助率） 

第２ 補助金の交付対象となる事業の内容及び経費等は、別表のとおりとする。 

（交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号のとおりとし、そ

の提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおり

とする。 

(1) 宮城県経営発展支援事業費補助金の交付に関する事業実施主体で定める規則等 

(2) その他知事が必要と認める書類 

（事業の着手） 

第４ 事業実施主体は、規則第４条の規定による交付決定後に補助事業に着手するものとする。ただ

し、交付決定前に着手する場合にあっては、実施要綱別記１第９の２の(3)又は(4)により計画の承

認を受け、補助金の交付が確実となったのち、その理由を明記した別記様式第２号を知事に提出

するものとし、交付決定前までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行

うものとする。 

（交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 (1) 事業の内容について、別表の重要な変更を行う場合においては、別記様式第３号により、知

事の承認を受けること。 

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記様式第４号により、知事の承認を得るこ

と。 

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、

速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 計画の変更により事業費が増減する場合においては、別記様式第５号を知事に提出し、交付

金額の変更承認を受けること。 

（概算払等の請求） 

第６ 事業実施主体は、規則第 15 条の規定により概算払を請求するときは、別記様式第６号により



概算払請求書を作成し、知事に提出しなければならない。 

（事業遂行状況報告） 

第７ 規則第 10 条の規定に基づく報告は、補助金の交付の決定があった年度の第３四半期の末日現

在において別記様式第７号により事業遂行状況報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月末ま

でに知事に提出しなければならない。ただし、第６により概算払を行う場合にあっては、概算払

請求書をもってこれに代えることができるものとする。 

（実績報告） 

第８ 事業実施主体は、事業を完了したときは、規則第 12 条第１項の規定により、知事が別に定め

る日までに、別記様式第８号による事業実績報告書を知事に提出しなければならない。 

（補助金等の経理） 

第９ 事業実施主体は、事業について帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入及び支出を記載し、

補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 事業実施主体は、前項の収入及び支出について、規則第 20 条の規定により、その支出内容の証

拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算

して５年間整備保管しておかなければならない。 

（書類の提出） 

第 10 この要綱により知事に提出する各書類は、事業を所轄する地方振興（又は地域）事務所⾧

（以下「所⾧」という。）を経由し、所⾧はその写しを保管するものとする。 

（その他） 

第 11 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度予算に係る交付金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月２２日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 



別表 新規就農者育成総合対策 

 

 

経費 細目 助成対象 事業実施主体 補助率等 県補助上限額 重要な変更 

事業実施主体が新規就農

者の育成を図るに資する

次の経費 

     イ 事業内容の新設又

は廃止 

 

ロ 事業実施主体の変  

 更 

 

ハ 事業費の 30％を超

える増又は国庫補助

金の増 

 

ニ 事業費又は国庫補

助金の 30％を超える

減 

 

ホ 推進事業費の増 

(1) 経営発展支援事業 Ⅰ 通常枠  市町村 定率 

ただし、補助率は、実施要綱別記１

の第５－１の３の(1)の定める範囲

内とする。 

 

 Ⅱ 地域計画早期実

現支援枠 

イ 経営資源の有効

利用に向けた取組 

市町村 

 

定率 

補助対象経費の６分の１の額（１

円未満の端数が生じたときはその

端数を切り上げる）。 

合計 3,000 千円 

ロ 円滑な経営移譲

に向けた取組 

ハ 経営発展に向け

た取組 

定率 

ただし、補助率は、実施要綱別記１

の第５－２の３の(1)のイの定める

範囲内とする。 

(2) 推進事業費 

 

  市町村 

 

定額   


